
鳥獣保護管理法に基づく手続フロー（狩猟者登録・鳥獣捕獲など）

• 狩猟者及び捕獲者は、狩猟又は捕獲をしようとする都道府県等に申請し、その登録又は許可を受けることが必要。また、狩猟又は捕獲の結果
を報告する必要。

狩猟者
・捕獲者

① 狩猟者の
登録申請

② 狩猟の
結果報告

③ 鳥獣捕獲
許可申請

④ 鳥獣捕獲
結果報告

都道府県
（①～④）

※③・④は、市町村、地方
環境事務所の許可分を除く

地方環境事務所
（③・④のうち、国指定鳥獣
保護区内での捕獲）

市町村
（③・④のうち、鳥獣被害防
止特措法に基づき許可権限
を委譲された市町村内での

捕獲）

①狩猟者の登録申請 （ 1/47）※

②狩猟の結果報告 （ 1/47）※

③鳥獣捕獲許可申請（16/47）※

④鳥獣捕獲結果報告（ ４/47）※

郵送／メール／システム

③鳥獣捕獲許可申請（不明）
④鳥獣捕獲結果報告（不明）

③鳥獣捕獲許可申請（0/10）
④鳥獣捕獲結果報告（0/10）

※令和３年12月に実施した都道府県アンケートで、オンライン申請（メール又はシステム）受付を行っていると回答した都道府県の割合

①狩猟者登録証
③鳥獣捕獲許可証

郵送など

郵送など

③鳥獣捕獲許可証

③鳥獣捕獲許可証
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